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名古屋市有料自転車駐車場指定管理者業務仕様書 

 

名古屋市有料自転車駐車場（以下「有料自転車駐車場」という。）の管理運営に

関する業務の内容及び基準はこの仕様書による。 

以下、名古屋市を甲、指定管理者を乙という。 

 

１ 目的 

本仕様書は、有料自転車駐車場の管理運営に関する業務の範囲及び履行方法

等の細目について定めることを目的とする。 

 

２ 法令等の遵守 

有料自転車駐車場の管理運営にあたっては、本仕様書のほか、特に次に掲げ

る法令等を遵守しなければならない。 

（１）地方自治法（昭和22年法律第67号） 

（２）道路法（昭和27年法律第 180号） 

（３）建築基準法（昭和25年法律第 201号） 

（４）消防法（昭和23年法律第 186号） 

（５）フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（平成13年法律第 

64号） 

（６）個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号） 

（７）名古屋市有料自転車駐車場条例（平成27年名古屋市条例第70号。以下「条例」

という。） 

（８）名古屋市有料自転車駐車場条例施行細則（平成27年名古屋市規則第 101号。 

以下「規則」という。） 

（９）名古屋市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和63年名古屋市条例第 

40号） 

（10）名古屋市自転車等の放置の防止に関する条例施行細則（昭和63年名古屋市規

則第 103号） 

（11）名古屋市放置自転車等の撤去、保管及び返還等実施要綱（昭和63年10月1日

施行。以下「撤去要綱」という。） 

（12）名古屋市個人情報保護条例（令和 4年名古屋市条例第26号） 

（13）名古屋市情報公開条例（平成12年名古屋市条例第65号） 

（14）名古屋市情報あんしん条例（平成16年名古屋市条例第41号） 

（15）名古屋市暴力団排除条例（平成24年名古屋市条例第19号） 

（16）その他関係法令等 
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３ 業務の範囲  

乙の管理業務の範囲は、次のとおりとする。 

（１）有料自転車駐車場を一般利用に供する業務 

ア 駐車対象 

有料自転車駐車場に駐車可能な対象は、自転車、原動機付自転車（以下

「原付」という。）及び小型自動二輪車（以下これらを「自転車等」という。）

とする。原付とは、道路交通法（昭和35年法律第 105号）第 2条第 1項第

10号に規定する原動機付自転車で白色標識のものをいい、小型自動二輪車

とは、道路交通法第 3条に規定する普通自動二輪車のうち側車付きのもの

を除いたものであって、総排気量 125cc以下のもの又は定格出力1.00kw以

下のものをいう。 

イ 有料自転車駐車場利用者の案内及び苦情処理 

（ア）管理体制は常駐、巡回、無人は問わないが、定期利用申込みの受付、減

免対応及びトラブル時の迅速な現場対応等、良質な利用者向けサービス

を提供できる体制を確保するものとする。 

（イ）業務全般を統括する業務責任者は名古屋市内に勤務するものとし、トラ

ブルや緊急の打ち合わせ等には迅速に対応できるものとする。 

（ウ）ウェブサイトにおいて、一回利用の自転車駐車場の満空情報を掲載する

ものとする。 

（エ）ウェブサイトにおいて、各自転車駐車場の位置及び現地表示名称、駐車

対象及びそれぞれの一回利用又は定期利用の別、並びに料金徴収機の設

置位置等を示した自転車駐車場マップを掲載するものとする。 

ウ 有料自転車駐車場出入口の開錠及び施錠等 

エ 有料自転車駐車場内における自転車等の整理 

オ 有料自転車駐車場内における放置自転車等への措置 

カ 有料自転車駐車場の不正利用への対応 

乙は、有料自転車駐車場において利用の決定を受けることなく駐車して

ある自転車等並びに利用期間を超えて駐車してある自転車等については、

巡回等を行い必要な対応を行うものとする。また、駐車対象外の車両（大

型自動二輪車、小型自動二輪車を除く普通自動二輪車、青色標識のミニカ

ーなど）が駐車されないよう工夫や対応をするものとする。 

キ ラック、料金徴収機、配線、埋設管路、案内板、上屋、照明等乙が設置し

た施設（以下「駐車器具等」という。）の維持修繕 

ク 転倒防止柵、案内標識、舗装、区画線、ガードパイプ、ネットフェンス等

甲が設置又は占用した施設（以下「周縁施設」という。）の維持修繕 

周縁施設は、甲の承認を得た上で、乙の費用負担で改修・処分等をする

ことができるものとする。なお、改修した場合の周縁施設の所有権は甲ま

たは国道管理者に帰属するものとする。 

ケ 周縁施設や駐車器具等が第三者の行為により損害を受けた場合の対応 

（ア）乙は、迅速に被害状況を把握し、自転車利用課及び土木事務所に報告す
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るものとする。また、必要に応じて現場の安全確保を行うものとする。 

（イ）乙は、必要に応じて消防・警察等関係機関に通報、届出及び資料提出等

の対応を行うものとする。 

（ウ）乙は、加害者本人やその関係者（加害者が加入する保険会社や弁護士等）

と損害賠償等に関する調整を行うものとする。 

（エ）駐車器具等又は周縁施設の復旧に関しては、自転車利用課に協議の上で

実施するものとする。 

コ 道路その他の関係施設の維持、修繕を理由とする支障の対応 

乙は、甲から道路その他の関係施設の維持、修繕を理由とする駐車器具

等の移設や撤去等の措置を命じられた場合、甲の指示に従い、迅速かつ確

実に行うものとする。この場合、駐車器具等の移設や撤去等にかかる費用

は原則乙の負担とする。ただし、その費用の負担が乙の受忍限度を超える

と甲が判断した場合には、甲が一部又は全部の費用を負担するものとする。

なお、乙は、支障期間中に営業ができないことによる損失が生じても、甲

に補償を求めることはできないものとする。 

サ その他甲の意向による自転車駐車場の閉鎖・移設、駐車器具等の撤去・移

設対応 

前項に該当する場合を除き、乙は、甲から自転車駐車場の閉鎖・移設や、

駐車器具等の撤去・移設を命じられた場合、甲の指示に従うものとする。

この場合、撤去・移設に要する費用については原則甲の負担とし、撤去・

移設に関する内容は別途甲と協議するものとする。なお、乙は、支障期間

中に営業ができないことによる損失が生じても、甲に補償を求めることは

できないものとする。 

シ 水道管、ガス管等の敷設、仮乗入れ等工事用施設の道路占用申請による工

事、永久乗入れ等の施行承認申請による工事等、道路管理者以外の者が施

工する工事等の支障となった場合の対応 

（ア）乙は工事の原因者に対し、支障内容の聴取や周縁施設及び駐車器具等の

図面等資料の提供等の調整を主体的に行い、誠実に対応するものとする。

また、乙は工事の原因者に駐車器具等の図面や乙が設置した周縁施設の

図面を提供するものとする。なお、乙は自転車利用課に対し、原因者か

ら聴取した内容を随時情報提供するものとする。 

（イ）移設等に要する費用は原則として原因者の負担であるが、乙と原因者の

協議により、その費用の一部を乙の負担とすることができる。乙は自転

車利用課に対し、移設等に要する費用及び乙が負担した費用を報告する

ものとする。 

（ウ）原因者から駐車器具等の移設及び撤去等の要望があった場合、乙は当該

駐車器具等の利用頻度や周辺状況等の調査を行い、甲との協議の上で駐

車器具等の移設先及び撤去等について判断するものとする。 

（エ）乙は、支障期間中に営業ができないことによる損失が生じても、甲及び

原因者に補償を求めることはできないものとする。 
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ス 乙の都合により、自転車駐車場を閉鎖する場合は、周縁施設及び駐車器具 

等の撤去及び歩道の整備を乙の負担で行うものとする。 

セ 料金徴収など有料自転車駐車場の管理運営 

ソ 有料自転車駐車場の利用に関するトラブルの解決 

タ 周縁施設及び駐車器具等に関する苦情対応 

チ 有料自転車駐車場の巡回及び敷地内の清掃や排水、除草・剪定等 

有料自転車駐車場の巡回を適宜行い、乙が管理する有料自転車駐車場施

設の敷地内における清掃や排水、除草・剪定等を実施し、適切な状態を維

持すること。敷地外から敷地内に伸びた草や枝等で、道路上から敷地内に

伸びた草や枝等に関しては、乙が土木事務所に相談の上、必要に応じて除

草や剪定を行うこと。また、民地から伸びた草や枝等の場合は、除草や剪

定を行うよう当該民地の管理者等に依頼すること。 

ツ 業務上貼付した札等が投棄された場合の札等の回収及び有料自転車駐車場

周辺の道路の清掃 

テ 各種月次報告書の作成 

（ア）利用状況月報 

乙は、次の各号に掲げる書類を毎月作成し、翌月の10日までに甲に提

出しなければならない。なお、【様式なし】とあるものについては、甲乙

協議の上様式を定めるものとする。また、報告内容及び様式については、

甲乙協議の上適宜変更することができるものとする。 

ａ 当月の利用台数、利用率及び利用率の前年同月との差（前年当月との

差は 2年目以降）【様式 1- 1】 

ｂ 当年度 4月から当月までの平均の利用台数、利用率及び利用率の前年

同月との差（前年同月との差は 2年目以降）【様式 1- 2】 

ｃ 当月の収入金額と収入金額の前年同月との差（前年同月との差は 2年

目以降）、収入金額の内訳及び各駅自転車駐車場の一回利用（継続する

24時間以内の利用）における平均利用者負担額【様式 2- 1】 

ｄ 当年度 4月から当月までの累計の収入金額と収入金額の前年同月との

差（前年同月との差は 2年目以降）、収入金額の内訳及び各駅自転車駐

車場の一回利用（継続する24時間以内の利用）における平均利用者負

担額【様式 2- 2】 

ｅ 当月の減免台数及び減免額【様式 3- 1】 

ｆ 当年度 4月から当月までの累計の減免台数及び減免額【様式 3- 2】 

ｇ 地図上に図示した一回利用の利用率が低いエリア【様式なし】 

ｈ 一回利用の瞬間最大利用率【様式なし】 

ｉ 年間作業計画表【様式 4】 

ｊ 点検結果対応表【様式 5】 

ｋ 有料自転車駐車場内長期放置自転車等撤去台数【様式 6】 

（イ）その他の報告 

定期的な月次報告以外に、駐車場別の利用料金の収入、利用者数等の
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利用状況等について、甲の指示に基づき、随時甲に報告するものとする。 

なお、一日における一回利用について毎時間の入庫台数及びそれぞれ

の自転車等の駐車時間について、甲の指示に基づき、随時甲に報告する

ものとする。 

（２）有料自転車駐車場の利用料金に関する業務 

ア 有料自転車駐車場の利用料金の徴収及び還付 

利用料金は、条例及び規則に定める金額の範囲内で、利用しやすい料金

設定とするものとする。一回利用（継続する24時間以内の利用をいう。）に

おいては次の（ア）から（カ）を、定期利用においては次の（ウ）及び（カ）

を満たした料金設定とすること。 

（ア）自転車は一回利用 200円（消費税等込）、原付及び小型自動二輪車は一 

回利用 400円（消費税等込）を上限とすること。 

（イ）利用開始より 1時間以上の無料時間帯の設定をすること。 

（ウ）各駅自転車駐車場ごとの特性に応じ、自転車等の放置の防止並びに有料

自転車駐車場の利用の促進及び適正な運営に資するものとなるよう十

分に配慮すること。 

（エ）定期利用者を除き無料時間帯利用者や減免者を含んだ、各駅自転車駐車

場の 1年あたりの一回利用回数（継続する24時間以内のもの）で平均し

た利用者負担額（以下「各駅平均利用者負担額」という。）が、自転車

は 100円（消費税等込）、原付及び小型自動二輪車は 200円（消費税等

込）を超えることのないように設定をすること。 

（オ）指定期間中、一回利用においては各駅平均利用者負担額が自転車は 100

円（消費税等込）、原付及び小型自動二輪車は 200円（消費税等込）を

超えた場合は、必要に応じて甲乙で協議の上、利用料金を改定すること。 

（カ）指定期間中、乙の都合による自転車駐車場規模の縮小及び利用料金の値

上げは原則として認めないものとする。ただし、経済情勢の急激な変化、

利用者数の大幅な減少等、特段の事情があると甲が認めた場合はこの限

りではない。 

（キ）定期券の発行を受けた者が、利用期間の初日の前日までに有料自転車駐

車場の利用の取消しを申し出た場合については、請求に基づき、利用料

金の全額を還付すること。また、 1箇月以上の未利用月を残している場

合については、残りの期間に応じた還付を行うこと。ただし、大規模な

自然災害やウイルス等の感染症拡大により、定期券の発行を受けた者が

学校や勤務先などに行けなくなることを理由に自転車駐車場の利用の

取消しを申し出た場合は、請求に基づき利用料金を還付すること。この

時の還付額は甲乙協議の上、決定するものとする。なお、有料自転車駐

車場の休止その他特別の理由が生じた場合については、その都度乙が甲

の承認を得て定める額を還付すること。 

（ク）本市と協定を締結したシェアサイクル事業者が公共的に利用するための

シェアサイクルポート（以下単に「シェアサイクルポート」という。）
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の定期利用料金については、乙が各シェアサイクル事業者と調整し、甲

に協議の上、決定すること。 

イ 定期券等の販売 

（ア）定期利用は、ウェブサイト又はアプリ及び郵送又はFAXにて申し込みが

できるシステムを導入するものとする。なお、障害者等の減免や学生料

金等の適用にかかる必要書類については、ウェブサイト又はアプリ及び

郵送又はFAXにてあわせて確認するものとする。 

（イ）定期利用は、次の要件を満たす場合には、同一の申込者に対してまとめ

貸しを行うことができるものとする。この場合、減免は行わない。 

ａ 適当な区切りができる一定の区域に利用者がなく、他の利用者への影

響が少ないと認められること 

ｂ 申込者が、当該区域の整理、清掃等責任をもって行うこと 

（ウ）プリペイド方式の駐車券等を発行する場合は、指定管理を行う同一ブロ

ック内の自転車駐車場で原則共通のものとする。 

ウ 日々の利用料金等の集計 

エ 各駅平均利用者負担額を把握するシステムの採用 

オ 障害者等の利用料金減免と確認方法 

（ア）利用料金の減免 

障害者等が有料自転車駐車場を利用する場合は、利用料金を減免する

ものとする。なお、減免者の範囲・減免額については、次表のとおりと

する。 

（イ）確認方法 

前記利用者の利用料金を減免する場合は、表中の各種手帳（障害者手

帳アプリ「ミライロID」を含む）や証明書（以下「手帳等」という。）を

確認するものとする。なお、確認方法については次の各号に掲げるとお

りとする。 

ａ 次表中①に該当するもの 

次の各号に掲げるいずれかの方法により確認するものとする。なお、

保護受給証明書については、発行日から 1か月以内のものを有効とし、

保護受給証明書の目的の記載欄について、用途を「名古屋市有料自転

車駐車場又は許可自転車駐車場の利用料金減免のため」とし、提出先

を「名古屋市有料自転車駐車場指定管理者又は許可自転車駐車場管理

者」と記載されていることを確認すること。 

（ａ）一回利用の場合 

利用の度に保護受給証明書を確認すること。 

（ｂ）定期利用の場合 

定期券を発行する場合、保護受給証明書を確認すること。なお、

この場合において発行できる定期券の利用期間は、最長で 3か月ま

でとする。また、更新する場合についても同様に扱うものとする。 

ｂ 次表中②から⑫に該当するもの 
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次の各号に掲げるいずれかの方法により確認するものとする。また、

期限の記載がある場合は当該期限内のみ有効として扱うものとする。 

（ａ）一回利用の場合 

利用の度に手帳等を確認すること。 

また、一回利用のための無料パス等を発行する場合、手帳等を確

認すること。なお、この場合において発行できる無料パス等の利用

期間は、定期券の利用期間と同程度とする。また、更新する場合に

ついても同様に扱うものとする。 

（ｂ）定期利用の場合 

定期券を発行する場合、手帳等を確認すること。なお、この場合

において発行できる定期券の利用期間は、一般定期券と同程度とす

る。また、更新する場合についても同様に扱うものとする。 

    ｃ 確認にあたっての留意事項 

（ａ）一回利用の場合 

        精算機のカメラ及びインターホンにより確認を行う場合は、カメ

ラによる目視確認に努め、手帳等の内容を読み上げさせないこと。

また、氏名、手帳等の番号、有効期限等の内容について、台帳等に

記録しないこと。 

（ｂ）定期利用の場合 

        定期券を発行する場合および定期券を更新する場合以外には手帳

等を確認しないこと。また、手帳等の番号や有効期限等について台

帳等に記録しないとともに、定期利用の申請用紙以外に減免申請に

かかる用紙を別途記入させないこと。申請用紙には「生活保護受給

者」と「それ以外の事由」の項目を記載し、該当箇所をチェックさ

せることで減免事由を把握すること。 

（ｃ）聴覚障害者の確認方法 

        対面による確認、対面以外による確認ともに、音声によらず双方

向で意思疎通が可能な手段又は機器を用い円滑に確認できる体制

を構築するとともに、確認方法について明示すること。 
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減免者の範囲 期限 
顔 

写真 

減免

額 

① 生活保護法（昭和25年法律第 144 号）の規定により保護を受

けている世帯に属する者が利用する場合 

あり なし 

利
用
料
金
の
全
額 

② 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国

残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成 6 

年法律第30号）の規定により支援給付を受けている者が利用する

場合 

2年

更新 

あり 

③ 身体障害者福祉法（昭和24年法律第 283 号）第15条に規定す

る身体障害者手帳の交付を受けている者が利用する場合 

なし あり 

④ 戦傷病者特別援護法（昭和38年法律第 168 号）第 4 条に規

定する戦傷病者手帳の交付を受けている者が利用する場合 

なし あり 

⑤ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律（平成 6 年法律第 

117 号）第 2 条に規定する被爆者健康手帳の交付を受けている

者が利用する場合 

なし なし 

⑥ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第 

123 号）第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受け

ている者が利用する場合 

2年

更新 

任意 

⑦ 市長の発行する愛護手帳（これに類するものを含む。）の交付

を受けている者が利用する場合 

なし あり 

⑧ 難病の患者に対する医療等に関する法律（平成 26 年法律第

50 号。以下「難病法」という。）第 7 条第 4 項に規定する医療

受給者証の交付を受けている者が利用する場合 

1年

更新 

なし 

⑨ 難病法第28条第2項に規定する指定難病要支援者証明事業に

より発行される登録者証の交付を受けている者が利用する場合。 

なし なし 

⑩ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律（平成17年法律第 123号。以下「障害者総合支援法」という。）

第22条第 8号に規定する障害福祉サービス受給者証（障害者総

合支援法第 4 条第 1 項の政令で定める特殊の疾病による障害の

程度が主務大臣が定める程度である者（以下「特殊疾病者」とい

う。）に係るものに限る。）の交付を受けている者が利用する場合 

あり なし 

⑪ 障害者総合支援法第 51 条の 7 第 8 項に規定する地域相談支

援受給者証（特殊疾病者に係るものに限る。）の交付を受けてい

る者が利用する場合 

あり なし 

⑫ 区長の発行する移動支援・地域活動支援受給者証（これに類

するものを含む。）（特殊疾病者に係るものに限る。）の交付を受

けている者が利用する場合 

あり なし 
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（３）ラック及び料金徴収機等の設置及び管理に関する業務 

ア 機器等の設置に関すること 

  機器の設置や料金徴収機の設定及び料金案内表示等の変更については管

理経費で行うものとする。 

（ア）ラック及び利用料金の徴収に係る機器の設置 

ａ 異常の発生等に対応するため、一回利用の場合は遠隔操作によるラッ

クの開錠ができること。 

ｂ 歩道上の自転車駐車場の定期利用においては、ラックを設置すること。

ただし、身体障害者等の利用枠（以下「身体障害者等スペース」とい

う。）の場合は、この限りではない。 

ｃ 屋外に設置するラック及び料金徴収機は、明度や彩度を落とし、すぐ

れた都市景観の形成に配慮した色彩とすることが好ましい。 

ｄ 歩道上以外や身体障害者等スペースにおいてラックを設置しない場合

の自転車 1台あたりの幅は、60㎝以上とすること。 

ｅ 歩道上の自転車駐車場内において配線を地上に出す場合は、歩道上に

雨水がたまることのないよう対策をすること。 

（イ）料金徴収機の設置 

次のａからｆの仕様を満たすものとする。 

ａ キャッシュレス決済による支払いに対応すること。 

  なお、甲が名古屋市交通局より使用についての許可を受けて設置する

駐車場でＩＣカード決済を行う場合は、名古屋市交通局又は名古屋市

交通局が認める事業者とＩＣカード決済にかかる契約を締結しなけれ

ばならない。 

ｂ 無料時間が設定できること。 

ｃ 柔軟な料金体系に対応できること。 

ｄ 減免手続きに必要な手帳等を確認可能なカメラ付きインターホンがあ

ること。 

ｅ 料金徴収時にインボイス制度に対応した領収書を発行できること。 

ｆ 収入、利用状況等の各種報告に支障をきたさない集計機能を有してい

ること。 

（ウ）駐車器具等の設置、維持・修繕及び管理運営 

駐車器具等の設置、維持・修繕及び管理運営にかかる費用については

原則として乙の負担とし、甲は一切負担しないものとする。 

（エ）駐車器具等の設置可能場所の引き渡しと周縁施設の維持管理 

原則、現状のまま甲から乙に引き渡すものとする。周縁施設の維持管

理については乙が行うものとし、更新の必要が生じた場合には、甲と協

議の上実施するものとする。なお、更新にかかる費用については乙が負

担するものとし、更新後の設備の財産権は甲に帰属するものとする。 

（オ）自転車駐車場設置の提案 

乙は、甲が設置した駐車器具等の設置可能箇所のほかに自転車駐車場
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の設置希望場所があれば甲に提案することができる。この場合、設置希

望場所における周縁施設及び駐車器具等の新設にかかる費用及び基盤整

備にかかる費用は乙の負担とし、工事の施工業者及び整備内容について

は甲と協議するものとする。 

（カ）一回利用、定期利用の配置計画の策定及び駐車器具等の設置 

ａ 配置計画の策定にあたっては、各駅自転車駐車場での自転車等利用者

の利用状況を十分に調査した上で、各駅自転車駐車場ごとに配置計画

を立てること。 

ｂ 路上への料金徴収機や定期更新機等の設置については、将来にわたっ

て支障となる恐れのない場所に配置計画を立てるものとする。また、

路上への駐車器具等については、沿道の土地利用状況及び地下にある

他の占用物件の埋設状況を十分に調査し、各占用物件の管理者の同意

を得た上で設置するものとする。さらに、事業の実施にあたっては、

地先の土地又は建物の所有者に事前に説明して、駐車器具等を設置す

るものとする。 

ｃ 原付及び小型自動二輪車の利用枠は、自転車駐車場の出入口に近い箇

所に設置するよう努めること。 

（キ）スライドラックの設置及びゲート式システムの導入 

乙の判断により、歩道上においてもスライドラックを設置することが

できる。また、歩道以外の場所に限り、ゲート式システムについても導

入することができる。なお、設置・導入にあたっては、あらかじめ当該

駐車器具・システムの特徴等を甲に報告するものとする。 

（ク）満空表示灯の設置 

一回利用の自転車駐車場において、利用者が判別しやすい場所に白色

文字による満空表示灯を設置するものとする。 

（ケ）歩道上に設置できないラック 

歩道上には二段ラック等、収納時に車体が高い位置に固定されるもの

や、前輪の固定位置が高い駐車器具を設置してはならない。 

（コ）ラックを設置する向き 

現地の道路標示に従うものとする。 

（サ）設置台数 

乙は、駐車器具等を設置するにあたり、周辺の駐車需要や利用状況等

を勘案した上で十分な収容台数を確保するものとする。ただし、実際の

需要等が一回利用及び定期利用の設置状況と乖離が生じた場合は、乙は

甲と協議の上、一回利用及び定期利用の割合や設置台数を実際の需要等

に近づくよう是正するものとする。 

（シ）周縁施設及び駐車器具等の新設、移設、撤去等工事 

周縁施設及び駐車器具等の新設、移設、撤去等工事（以下「新設等工

事」という。）を乙が施工する場合、又は（１）ケ、コ、サ、シ等により

乙以外が施工する場合でも、乙はあらかじめ甲と協議した上で必要な手
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続き等を行い完了後に甲に竣工図を提出すること。詳細については、下

記のａ又はｂに掲げる方法のほか、施工する場所に応じて甲が別途指示

をするため、これに従うものとする。 

ａ 甲が管理する道路上で新設等工事を行う場合 

道路法第24条の規定による工事となる。乙は同規定に基づき市長の

承認を受けること。なお、「道路に関する工事の設計及び実施計画の承

認基準」により、当該工事は、毎年度市長が定める工事の請負の競争

入札に参加することができる資格を有する者（以下「有資格者」とい

う。）に施行させること。有資格者は、「名古屋市入札参加者登録シス

テム」（https://www.chotatsu.city.nagoya.jp/client/）を参照する

こと。 

ｂ 国が管理する道路上や河川区域内等、管理者への申請等が必要な場所

で工事を行う場合 

甲が管理者への申請者等となるが、図面等必要書類は乙が作成する

ものとする。 

イ 身体障害者等の自転車駐車利用枠に関すること 

（ア）収容台数 

各駅自転車駐車場の一回利用及び定期利用の収容台数からそれぞれ 

1％以上の割合で、利用しやすい箇所に身体障害者等（身体障害者等とは、

（２）オ表中の③、⑥から⑫までの利用者のうち、通常のラックを利用

することが困難と申し出た利用者をいう。）の利便性を考慮した上で、身

体障害者等用の自転車駐車利用枠（以下「身体障害者等スペース」とい

う。）を、一回利用及び定期利用ともに設置すること。なお、管理開始後、

身体障害者等の利用状況に応じて、甲乙協議の上、身体障害者等スペー

スの収容台数を増減できるものとする。ただし、台数減少の協議をする

場合は、将来増加する場合を見込み、ある程度の余裕を持たせること。 

（イ）身体障害者等スペースの車マスの大きさ 

自転車 1台あたりの幅は、60㎝以上とし、ラックを設置しないか、電

磁ワイヤーロック式ラックを設置する等、身体障害者等が自転車を駐車

しやすい構造とすること。 

（ウ）身体障害者等スペースに関する駐車指導 

身体障害者等スペースを身体障害者等以外の人が利用することがない

ようにその旨の表示や駐車指導を行うこと。 

  ウ 高齢者及び子供乗せ自転車利用者用の優先利用枠に関すること 

  （ア）収容台数 

      各駅自転車駐車場の利用状況等に応じた必要な台数で、高齢者及び幼

児用座席付自転車利用者それぞれの優先用の自転車駐車利用枠（以下そ

れぞれを「高齢者優先利用スペース」「子供乗せ自転車優先利用スペース」

といい、あわせて「優先利用スペース」という。）を、一回利用及び定期

利用ともに設置すること。 

http://#
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  （イ）優先利用スペースの車マスの大きさ 

      自転車１台あたりの幅は、60cmを目安とし、ラックを設置しないか、

高低差がなく勾配の少ないラック又は電磁ワイヤーロック式ラックを設

置する等、優先利用対象者が自転車を駐車しやすい構造とすること。 

  （ウ）優先利用スペースに関する駐車誘導 

      優先利用対象者の利用が優先されるようにその旨の表示を行うととも

に、優先利用対象者以外の利用者は他の駐車スペースに誘導すること。 

  エ 原付及び小型自動二輪車の利用枠に関すること 

  （ア）小型自動二輪車を受け入れる自転車駐車場における収容台数 

      小型自動二輪車を受け入れる自転車駐車場においては、自転車駐車場

の利用状況等に応じた必要な台数で、原付のみ利用可能な利用枠（以下

「原付専用利用スペース」という。）と、原付も利用可能で小型自動二輪

車の利用を優先する利用枠（以下「小型自動二輪車優先利用スペース」

という。）を、定期利用は必ず設置し、一回利用は必要に応じて設置する

こと。  

 （イ）原付及び小型自動二輪車の利用枠の車マスの大きさ 

      原付又は小型自動二輪車１台あたりの幅は、必要な収容台数を確保し

た上で、駐車及び入出庫に支障のないものとすること。 

  （ウ）小型自動二輪車を受け入れる自転車駐車場における駐車誘導 

      小型自動二輪車を受け入れる自転車駐車場においては、原付専用利用

スペース又は小型自動二輪車優先利用スペースであることをそれぞれ表

示するとともに、小型自動二輪車の利用枠を確保するために原付利用者

を原付専用利用スペースに誘導するよう努めること。 

  オ シェアサイクルポートに関すること 

     シェアサイクルポートは定期利用枠とすること。シェアサイクルポート

への機器設置については、乙が位置や設置物を各シェアサイクル事業者と

調整し、甲と協議の上、実施すること。 

（４）有料自転車駐車場の維持管理、修繕、法定点検及び保守点検に関する業務 

維持管理、修繕、法定点検及び保守点検にかかる費用負担及び執行の別は、

次の分担表のとおりとする。乙の実施する修繕工事については、日常修繕等

の軽微なものを除いて事前に甲に施工協議を行い、甲の承認を受け実施する

ものとする。なお、次表のうち 1件とはそれ以上分割することのできない最

小の工種のことをいう。 
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項     目 
費用負担 執行 

甲 乙 甲 乙 

（維持管理） 

有料自転車駐車場の巡回及び敷地内の清掃や排水、

除草・剪定、除雪 

 
○ 

 
○ 

有料自転車駐車場内の巡回等の防犯活動  ○  ○ 

管理事務所の職員不在時における機械警備業務  ○  ○ 

甲の行う修繕工事への協力（電気、水道料金を含む）  ○  ○ 

共同ビル等の包括管理業務（上社、大曽根駅西、徳

重） 

 
○ ○  

（修繕） 

有料自転車駐車

場に関する施設 

自転車等駐車器具等（ラック等）  ○  ○ 

料金徴収機  ○  ○ 

照明器具（電球及び灯具交換）  ○  ○ 

建物、機械設備（コ

ンベア等）、電気設

備（地下駐車場の監

視カメラ等）、柵、

案内板、上屋、照明

柱、舗装、区画線等

に関する修繕工事 

1件 

2,500千円 

以上 

○ 

 

○  

1件 

2,500千円 

未満 

 ○  ○ 

管理事務所 
建物、設備（上下水道、電気、通

信、空調など）、備品の維持修繕 

 
○  ○ 

その他 協議による 

（法定点検・保守点検） 

建築物点検 

建築基準法による定期点検及び報

告 

 
○  ○ 

平成20年国土交通省告示第 282号

によるタイル、モルタル等の外壁材

の全面打診等調査（原、平針） 

 

○  ○ 

消防点検 

消防法による消防用設備等点検及

び報告（上期に機器点検、下期に総

合点検と機器点検を実施すること） 

 

○  ○ 

国道高架下の

点検 

点検要領に基づく国道高架下の点

検及び報告（上小田井） 

 
○  ○ 

その他施設・設備の法定点検  ○  ○ 

保守点検  ○  ○ 
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（５）災害や事故等、緊急時の対応に関する業務 

ア 速やかな初期対応と必要に応じて行政機関及び関係施設への連絡の実施 

イ 現地の状況から浸水の恐れがある場合における止水板等の設置と解除 

ウ 南海トラフ地震臨時情報が発表された場合における利用者への案内 

エ 区内で震度 5強以上の地震が発生した場合における当該区にある全施設

の被害状況及び利用可否の確認と報告 

オ 第三者被害発生時における速やかな復旧の実施（原因者との交渉を含む） 

（６）事業計画書及び収支予算書に関する業務 

ア 事業計画書の作成 

乙は毎年度 2月末日までに、次の（ア）から（オ）に掲げる内容を記載

した有料自転車駐車場の翌年度の事業計画書を作成して甲に提出し、その

承認を得なければならない。ただし、指定期間の初年度について、指定管

理者公募の際に提出された事業計画書に記載のあるものについては、提出

を要しないものとする。また、指定期間最終年度を除く。なお、 2年目以

降の事業計画書について、指定管理者公募の際に提出された事業計画書又

は前年度の事業計画書から変更した内容を赤字や赤枠等で分かるようにし

て提出するものとする。 

（ア）管理執行体制 

ａ 職員配置体制表 

ｂ 勤務ローテーション表 

ｃ 責任体制 

ｄ 事故発生時の対応 

ｅ 緊急連絡体制表 

ｆ 非常配備体制表 

ｇ 料金体系 

ｈ 備品一覧 

ｉ 自転車駐車場配置図 

（イ）業務計画 

ａ 年間作業計画表 

ｂ 外部委託予定表 

ｃ 防犯対策 

ｄ 防災対策 

ｅ 利用者対応 

ｆ 研修計画 

（ウ）年間自主事業計画表 

（エ）自主事業に係る翌年度の収支予算書 

（オ）その他甲が必要と認める事項 

イ 修繕計画書 

乙は毎年度 2月末日までに、有料自転車駐車場の翌年度の修繕計画書を

作成し、甲に提出しなければならない。また、指定期間最終年度を除く。 
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ウ 収支予算書 

乙は毎年度 2月末日までに、有料自転車駐車場の翌年度の収支予算書を

作成し、甲に提出しなければならない。ただし、指定期間の初年度につい

ては、指定管理者公募の際に提出された収支予算書に替えるものとする。

また、指定期間最終年度を除く。 

（７）事業報告書及び収支決算書に関する業務 

ア 年間事業報告書及び年間収支決算書の提出 

乙は毎年度、管理業務の実施状況、有料自転車駐車場の平日及び土日祝

日で分けた利用状況及び利用状況年報、修繕工事の実施状況を記載した年

間事業報告書及び管理経費等の収支状況等を記載した年間収支決算書を作

成し、翌年度 4月末日までに甲に提出しなければならない。 

イ 中間事業報告書及び中間収支報告書の提出 

乙は、事業計画書に基づく 9月末日までの管理業務の実施状況、有料自

転車駐車場の利用状況、修繕工事の実施状況を記載した中間事業報告書及

び管理経費等の収支状況等を記載した中間収支報告書を作成し、10月末日

までに甲に提出しなければならない。 

  ウ 報告後の対応 

前記ア及びイの報告の結果、甲が管理業務の実施状況等が不十分と認め

たときは、乙に対して業務の改善を勧告するものとする。その場合、乙は

速やかに改善策を講じなければならない。 

（８）管理運営状況の点検評価、利用者満足度調査に関する業務 

ア 利用者アンケート等による満足度調査の実施 

乙は、利用者アンケート等による満足度調査その他適切な方法を実施す

ることにより、管理運営の改善点を把握し、以後の管理運営に反映するよ

う努めなければならない。なお、調査を実施するにあたっては、事前に甲

と協議の上、実施内容について承認を得ること。 

イ 実施状況及び結果の報告 

乙は、前項の満足度調査の実施状況及び結果について、当該調査を実施

した年度内に甲に報告しなければならない。 

（９）業務の引継に関する業務 

ア 乙は、指定期間の開始にあたり、甲又は前管理者からその業務を引き継ぐ

ときは、円滑にかつ支障なく業務を遂行できるよう、甲及び前管理者と協

力するものとする。 

イ 乙による指定期間の開始以前から定期利用をしている利用者から、指定期

間の開始以後も引き続いて利用する申し込みがあった場合、これを受け入

れ、同一箇所の駐車場を定期利用できるようにするものとする。前管理者

が発行する定期券の利用期間が前管理者の指定期間末日までとなってい

る場合も、同様の取り扱いとする。なお、配置の変更等により同一箇所の

駐車場がない場合にも、近隣箇所の駐車場を利用できるようにすること。 

ウ 乙は、指定期間の終了により、甲又は次期指定管理者に事業を引き継ぐと
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きは、指定期間中に次期指定管理者が行う開業準備等に円滑にかつ支障な

く業務を遂行できるよう協力しなければならない。なお、引継ぎに要する

経費は、原則として、乙の負担とする。 

エ 乙は、指定期間中に定期利用の申し込みをしていた利用者が、甲又は次期

指定管理者の管理運営に係る期間開始後も定期利用を継続できるよう、甲

又は次期指定管理者との調整を行うものとする。その際、定期利用の申し

込みに関わる個人情報を甲又は次期指定管理者が必要とする場合、乙は利

用者本人の同意を得て、個人情報保護に留意し甲又は次期指定管理者に引

き継がなければならない。 

オ 乙は、料金体系及び利用方法の変更の他、利用者への周知事項について、

甲又は次期指定管理者が有料自転車駐車場内での広告物の掲示及び配布

等を必要とする場合、これに協力しなければならない。 

カ 乙は、指定期間の満了日（指定の取り消しがされた場合においては、市が

指定する日）までに、業務の対象となる物件を原状に回復し、甲に明け渡

さなければならない。なお、原状に回復するためにかかる費用はすべて乙

の負担とする。また、当該物件の処分方法は甲の指示に従うものとする。 

キ 前記の規定に関わらず、乙は、次期指定管理者との協議が整い、甲がこれ

を承認したとき又は甲が必要と認めたときは、次のとおりとすることがで

きる。 

(ア) 業務の対象となる物件の全部又は一部について、原状回復を行わずに次

期指定管理者又は甲に引き渡すこと 

(イ) 原状回復に替えて、別の方法により次期指定管理者又は甲に引き渡すこ

と 

(ウ) 原状回復又は前号の整備に係る工事について、次期指定管理者の指定期

間内に行うこと 

ク 前二項の規定に関わらず、指定管理者は、指定の取り消しがなされた場合

で市が必要と認めた時は次のとおりとするものとする。 

(ア) 業務の対象となる物件の全部又は一部について、原状回復を行わずに市

に引き渡すこと 

(イ) 原状回復に替えて、別の方法により市に引き渡すこと 

ケ 乙は、機器の撤去、設置、引継及び施設の復旧その他必要となる工事につ

いては、その施工範囲及び施工時期等について甲又は次期指定管理者と調

整し、利用者への影響を最小限に抑えるよう努めなければならない。 

コ 乙は、備品・設備については、甲又は次期指定管理者と、その業務期間開

始時に、円滑にかつ支障なく業務を遂行できるよう、協力しなければなら

ない。 

サ 乙は、管理事務所の明け渡しが必要になる場合、窓口業務の支障となるこ

とのないよう、甲又は次期指定管理者と協力しなければならない。 

シ 乙が発行する定期券のうち、指定期間末日以後に利用期間がまたがるもの

の収入については、原則として乙による販売額を、乙と次期指定管理者の
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指定期間によって按分して精算するものとする。ただし、次期指定管理者

との協議により、これによらない取扱いをすることができるものとする。

甲が乙の業務を引き継ぐ場合の定期券の収入についても、原則として乙に

よる販売額を、甲と乙の管理期間によって按分して精算するものとする。

また、指定期間末日以後に利用期間がまたがる定期券を発行せず、利用者

が希望する利用期間での定期利用ができない場合は、これにより利用者が

料金上の不利益を被ることのなることのないよう、定期利用料金の調整を

行うこと。 

ス プリペイド方式の駐車券等を発行する場合は、指定期間が終了し、次期指

定期間において同一駅の自転車駐車場で引き続き当該駐車券等を利用で

きない場合は、払い戻しができることを周知の上、指定期間終了後 1か月

後まで払い戻しに応じること。 

セ 乙は、次期指定管理者の選定にあたり、甲の求めに応じ現地説明、資料の

提供等必要な協力を行うものとする。 

（10）その他有料自転車駐車場の近隣施設との連絡調整を含む管理運営に付随する

業務  

ア 甲、国道事務所、名古屋高速道路公社及び鉄道事業者が日常点検、工事及

び維持管理を行うにあたり、自転車駐車場内に関係者が立ち入る場合、必

要な配慮を講じるようにすること。なお、甲は、上記の理由等で乙が営業

できないことにより損失が生じても一切補償しないものとし、乙は、原因

者にも同様の補償を求めることができないものとする。また、橋脚付近に

駐車器具等を設置する際は、 1ｍ程度の離隔距離を取ること。 

イ 整備工事を実施する場合には、工事方法、工程等を甲へ提出するとともに、

承認を受けた後に着手することとし、利用者への周知及び地元調整を行う

ものとする。 

ウ 放置自転車及び有料自転車駐車場利用促進に係る啓発活動・キャンペーン

は積極的に実施するものとする。 

エ その他、乙の対応が必要な業務が発生した場合は、甲が別途指示するもの

とする。 

 

４ 管理業務の執行 

（１）乙は、管理業務の執行にあたっては、関係法令を遵守し、設置の目的のため、

誠実かつ効果的に実施しなければならない。 

（２）乙は、管理業務に従事する職員が利用者に関係者と分かるよう、制服及び名

札を着用させるものとする。 

（３）乙は、利用案内、定期利用申込みの受付、減免対応、トラブル対応、場内整

理、不正利用対策等の業務を行うため、必要に応じて適切な職員配置をする

ものとする。また、利用案内、定期利用申込みの受付、減免対応、トラブル

対応については、職員不在時も同様の対応を行うことのできる体制を構築し、

これらの対応方法を現地に掲示すること。あわせて、職員不在時においては、
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管理事務所への電話をコールセンター等に転送し、電話対応ができる体制を

構築すること。 

（４）管理事務所に関する注意事項 

ア 新たに設置する場合の設置費用の負担 

乙の負担とする。 

イ 新たに設置する場合の設置場所に関する制限 

自転車駐車場内に設置することはできない。 

ウ 新たに設置する場合の設置に関する要件 

バリアフリー対応とすること。 

エ 設置しない場合の要件 

利用案内、定期利用申込みの受付、減免対応、トラブル対応ができる

体制を構築し、これらの対応方法を現地に掲示すること。また、巡回等

により適宜、場内整理、不正利用対策を行うこと。 

（５）24時間利用可能な自転車駐車場とし、コールセンターを設置した上で、24時

間管理が可能である体制を確保するものとする。ただし、八田東、池下駅南、

小幡、椿（高架下）及び地下施設一体型の駐車場における入出場の取扱い時

間については、規則に定める時間とする。 

（６）乙は、有料自転車駐車場の管理運営により取得する情報（以下「取得情報」

という。）及び管理業務を行うにあたり個人情報を取り扱う場合においては、

取得情報及び個人情報保護のための規程を設けること。また、当該規程を設

ける際又は当該規程を改正する際には、甲と協議すること。さらに、当該規

程を管理人等が遵守するよう指導すること。 

（７）乙は公の施設の管理に関する情報公開を行うため、名古屋市情報公開条例に

基づき、情報公開に関する規程を設ける等必要な措置を市と協議の上で講じ

るものとする。 

（８）乙は、管理業務を行うにあたり、障害を理由とする差別の解消の推進に関す

る法律（平成25年法律第65号）、愛知県障害者差別解消推進条例（平成27年

愛知県条例第56号）及び名古屋市障害のある人もない人も共に生きるための

障害者差別解消推進条例（平成30年名古屋市条例第61号）に定めるもののほ

か、障害を理由とする差別の解消の推進に関する名古屋市職員対応要領（平

成28年 1月策定）に準じて、不当な差別的取扱いの禁止、合理的配慮の提供

その他障害者に対する適切な対応を行うものとする。なお、令和 6年 4月 1

日より、事業者による障害者への合理的配慮の提供が義務化されていること

に留意すること。 

（９）甲は、乙に対して管理業務の執行について必要な指示をすることができるも

のとする。 

 

５ 再委託の禁止 

乙は、管理業務の全部又は一部を第三者に再委託してはならない。ただし、

次の各号に掲げる業務についてはこの限りでない。 
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（１）清掃業務 

（２）警備業務 

（３）施設及び設備の修繕、保守及び点検業務 

（４）その他甲の認める業務 

 

６ 施設の管理 

（１）乙が管理する範囲は有料自転車駐車場施設の敷地内とする。ただし、駐車場

施設外であっても周縁施設等の駐車場施設に関わるものは、乙が管理するも

のとする。 

（２）乙は、施設の良好な維持管理に努めることにより一般の利用に供し、その設

置目的外に使用してはならない。ただし、甲の承認を受けた事業を除く。 

（３）乙は、設備等の維持管理にあたっては、日常の保守点検、毎年度の各種点検

等を行わなければならない。 

（４）有料自転車駐車場の維持管理、修繕、保守点検及び各種点検に関する費用負

担と執行の別は、３（４）に定める分担表のとおりとする。 

（５）乙は、有料自転車駐車場の施設及び設備が使用に耐えない場合、損傷した場

合は、直ちに甲に報告し、甲の指示を受けなければならない。 

（６）乙は、乙の原因により発生し、かつ乙の故意又は過失があると認められた行

為により甲又は第三者に損害を与えたと認められる場合は、甲の指示により、

その損害の全部又は一部について賠償しなければならない。なお、発生した

損害について、甲が第三者に対し賠償を行った場合は、甲は当該賠償額及び

賠償に伴い発生した費用を乙に対して求償するものとする。 

（７）次に掲げる事由により、甲又は第三者に損害を与えた場合において、乙は、

その故意又は過失の有無にかかわらず、施設の管理者が負うべき損害賠償責

任があるときは、これを負うものとする。ただし、乙の管理によらない部分

の管理瑕疵が原因である場合、甲の修繕の手配の不備による場合、その他甲

が乙の責任によるべきでないと認めた場合は、この限りでない。 

  ア 施設の天井、壁面等（以下「天井等」という。）からの漏水 

  イ 天井等のコンクリート又は塗膜の剥離等 

  ウ 施設の配管の損傷 

  エ 施設の照明設備の故障 

  オ 料金徴収機、止水扉設備、その他機械設備の故障 

  カ その他、施設の管理瑕疵 

 

７ 放置自転車等の撤去 

（１）乙は、有料自転車駐車場内に放置されている自転車等を排除するため、名古

屋市放置自転車等の撤去、保管及び返還等実施要綱（以下「撤去要綱」とい

う。）第 3条第 4項の規定による注意札を自転車等に取付け、甲へ確認した

後、撤去要綱に基づき放置自転車等として撤去する。 

（２）乙は、（１）により自転車等の撤去を実施したときは、撤去し保管した旨を利
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用者に周知する現場掲示物を必要と認める場所に掲示するとともに、利用者

対応にあたるものとする。また、撤去運搬の際に生じた損傷については、乙

がその責を負うものとする。 

（３）前項の規定中、現場掲示物は、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。 

ア 撤去年月日 

イ 保管場所 

ウ 保管期間 

エ 返還を受ける方法 

オ 問い合わせ先 

（４）乙は、（１）により撤去した自転車等を甲の保管場所に搬入するものとする。 

（５）乙は、搬入した自転車等を保管場所の管理人に引き継ぐものとする。 

（６）乙は、引継に際して撤去自転車等一覧表を作成し、搬入台数、札の貼付日、

撤去場所、撤去自転車等の特徴及び防犯登録番号等を記載すること。撤去自

転車等一覧表記載の撤去自転車等には整理番号を付し、その整理番号を当該

車両に貼付された札等に記載するものとする。 

（７）乙は、搬入に先立って甲又は保管場所管理者と調整しておかなければならな

い。 

（８）乙は、毎月、各駅自転車駐車場内の長期放置された自転車等の撤去台数を、

翌月の10日までに甲に提出しなければならない。 

（９）乙は、自転車駐車場内に放置された自転車等に対し少なくとも月に 1回以上

は警察に盗難車ではないか確認しなければならない。ただし、自転車駐車場

内に放置された自転車等を月に 1回以上撤去する場合は、この限りではない。 

（10）自転車等の撤去に関しての指示、助言及びトラブルの解決 

ア 乙は、自転車等の撤去に関して甲の指示があれば従うものとする。 

イ 乙は、甲に対し、自転車等の撤去に関して必要な助言を求めることができ

る。 

ウ 乙は、自転車等の撤去に関して発生するトラブルの解決に努めるものとす

る。 

 

８ 環境維持管理 

乙は、「名古屋市役所環境行動計画2030」に基づき、温室効果ガス排出量削

減等の環境配慮の取組に努め、廃棄物の排出を極力少なくするよう、資源の再

利用やリサイクルに努めなければならない。 

 

９ 指定管理料等の支払方法 

（１）指定管理料について、甲は、乙からの請求に基づき、月ごとに口座振替によ

り支払うものとする。ただし、乙が名古屋市会計規則（昭和39年名古屋市規

則第 5号）第64条に規定する定期支払申込書を提出した場合は、乙は、請求

書の提出を要しない。 

（２）指定管理納付金について、乙は、甲からの請求に基づき、納付書により支払
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うものとする。ただし、甲乙協議により前納することができる。 

（３）事業実施において収支計画を超える収益があった場合、乙の提案に応じた、

利用者のための施設の利便性向上や自転車に関する利用啓発等の還元策を

実施し、又は還元金を甲へ追加で納付するものとする。 

 

10 諸規程及び帳簿の整備 

乙は、有料自転車駐車場の利用規約を作成し、甲に提出するものとする。作

成した利用規約は利用者が閲覧可能な状況にし、特に重要な事項は丁寧に説明

するものとする。なお、規約を変更する場合は甲に報告するものとし、特に利

用者の負担となる規約を作成及び変更する場合は、甲の承認を得るものとする。

また、乙は、管理業務を行うにあたり、就業規則、経理規程等必要な諸規程を

整備し、これに基づいた適切な運用を行うとともに、必要な帳簿を整備しなけ

ればならない。 

 

11 職員の研修 

乙は、職員の資質向上を図るため、職員に対し必要な研修を行わなければな

らない。 

 

12 管理運営状況の調査等 

甲は、有料自転車駐車場の管理の適正を期するため、乙に対して、当該管理

の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は帳簿書類

その他の物件を検査することができるものとし、乙はこれを拒むことはできな

い。 

 

13 管理運営状況の点検・評価 

（１）乙は、毎年度、甲が別途指示する内容で実施した管理運営状況の点検・評価

及び法人等の決算状況を翌年度 5月末まで甲に報告しなければならない。決

算状況について、3月決算の法人等で最新の決算状況が 6月まで作成されな

い場合においては、 7月 5日までに甲に報告するものとする。 

（２）甲は、乙による施設の管理運営状況の報告について点検・評価し、その結果

を公表するものとする。 

 

14 報告事項 

乙は、次の各号に掲げる内容に該当する場合には、原因、状況及びこれらに

対する措置について、随時速やかに甲に報告しなければならない。 

（１）有料自転車駐車場の一部又は全部を休止する必要が生じたとき 

（２）有料自転車駐車場内で事故及び紛争の生じたとき 

（３）その他甲が報告を指示したとき 
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15 定期的な報告事項と提出期限 

（１）月ごとに報告する資料（翌月10日まで） 

ア 利用状況月報 

（ア）当月の利用台数、利用率及び利用率の前年同月との差（前年当月との差

は 2年目以降）【様式 1- 1】 

（イ）当年度 4月から当月までの平均の利用台数、利用率及び利用率の前年同

月との差（前年同月との差は 2年目以降）【様式 1- 2】 

（ウ）当月の収入金額と収入金額の前年同月との差（前年同月との差は 2年目

以降）、収入金額の内訳及び各駅自転車駐車場の一回利用（継続する24

時間以内の利用）における平均利用者負担額【様式 2- 1】 

（エ）当年度 4月から当月までの累計の収入金額と収入金額の前年同月との差

（前年同月との差は 2年目以降）、収入金額の内訳及び各駅自転車駐車

場の一回利用（継続する24時間以内の利用）における平均利用者負担額

【様式 2- 2】 

（オ）当月の減免台数及び減免額【様式 3- 1】 

（カ）当年度 4月から当月までの累計の減免台数及び減免額【様式 3- 2】 

イ 地図上に図示した一回利用の利用率が低いエリア【様式なし】 

ウ 一回利用の瞬間最大利用率【様式なし】 

エ 年間作業計画表【様式 4】 

オ 点検結果対応表【様式 5】 

キ 有料自転車駐車場内長期放置自転車等撤去台数【様式 6】  

（２）年度ごとに報告する資料 

ア 年間事業報告書及び年間収支決算書（翌年度の 4月末まで） 

イ 管理運営状況の点検・評価（翌年度の 5月末まで） 

ウ 法人等の決算報告書（原則、翌年度の 5月末まで） 

報告期限の例外として、 3月決算の法人等で最新の決算状況が 6月まで

作成されない場合は 7月 5日までとする。 

エ 中間事業報告書及び中間収支報告書（各年度の10月末まで） 

オ 翌年度の事業計画書（各年度の 2月末まで） 

カ 翌年度の修繕計画書（各年度の 2月末まで） 

キ 翌年度の収支予算書（各年度の 2月末まで） 

オ 利用者満足度調査実施状況及び結果（各年度の 3月末まで） 

（３）その他に資料を作成し、報告する資料 

ア 備品に関する報告書 

乙は、備品を取得及び廃棄等したときは、「貸付備品の管理に関する事務

取扱要項」に基づき、甲に報告するものとする。 

イ 乙が提案した報告資料 

 

16 権利の帰属 

乙が、有料自転車駐車場の管理運営業務において収集又は製作した資料及び
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更新したデータ等並びに甲に提出した報告書等の使用及び著作に関する権利

は、甲に帰属するものとする。 

 

17 近隣地域等との協力・連携 

（ア）乙は、近隣地域や鉄道事業者との良好な関係を築くよう努めること。 

（イ）乙は、近隣地域や鉄道事業者からの要望や苦情等の受付を行う窓口となり、

真摯な対応を行うこと。 

（ウ）乙は、近隣地域における市民活動への参加や周辺店舗との連携について、積

極的に実施するように努めること。また、地域団体から放置自転車や自転車

駐車場の管理運営に関する内容で地域の会合等に出席を求められた際には

甲と調整した上で応じるものとし、会合等の内容について記録簿を作成して

甲に報告すること。 

 

18 保険 

乙は、損害賠償責任等の履行確保のため、損害賠償責任保険等必要な保険に

加入するものとする。 

 

19 仕様書の改定 

業務の履行期間中にやむを得ない事情によって本仕様書の内容変更の必要

が生じた場合は、必要に応じて甲乙協議の上、改定するものとする。 

 

20 提案事項 

提案された項目について、甲の承認を受けた内容は管理開始後 1年以内に実

施するものとし、その内容については、協定書に明示するものとする。なお、

別途甲が認めたものについてはこの限りではない。 

 

21 業務内容等に関する打ち合わせ 

（１）定期打ち合わせ 

甲乙は、業務内容や報告書の内容等について毎月 1回打ち合わせを実施す

るものとする。ただし、定期で行う必要がなくなったと甲が判断した場合、

以後実施しないものとする。 

（２）臨時打ち合わせ 

前項に関わらず、甲が要請した場合、乙は打ち合わせに応じなければなら

ない。 

 

22 協議 

（１）この仕様書に定めのない事項及び仕様書に疑義の生じた事項は、甲乙協議の

上、決定するものとする。 

（２）この仕様書に定める事項のうち、甲乙で締結する協定書や乙の提案書に実施

内容の記載がない事項については、甲乙協議の上、実施内容を決定するもの
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とする。 

（３）前項（１）及び（２）の協議が整わないときは、乙は、甲の指示に従うもの

とする。 


